
　　　　　　　　　　 会派・議員

　　議案等

議
決
結
果

立　志　会 市 政 会 民　友
クラブ

日本共産党
知立市議団 公明党

正
和
会

神
谷
定
雄

山
口
義
勝

中
野
智
基

小
林
昭
弌

田
中　

健

高
木
千
恵
子

永
田
起
也

風
間
勝
治

中
島
清
志

山
田　

圭

石
川
智
子

三
宅
守
人

杉
浦
弘
一

神
谷
文
明

稲
垣
達
雄

牛
野
北
斗

佐
藤　

修

那
須
幸
子

杉
山
千
春

川
合
正
彦

議　
　
　
　
　
　

案

49 知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用
弁償に関する条例 可決 ○ ○ ○ ○

議

長

の

た

め

採

決

不

参

加

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の
施行等に伴う関係条例の整備に関する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 知立市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を
改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

52 知立市消防団条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 知立市印鑑条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

54 知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

55 平成30年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の
処分について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 令和元年度知立市一般会計補正予算（第４号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

57 令和元年度知立市国民健康保険特別会計補正予算
（第２号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

58 令和元年度知立市土地取得特別会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 令和元年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 令和元年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 令和元年度知立市下水道事業会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認　
　
　
　

定

1 平成30年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

2 平成30年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出
決算認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

3 平成30年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出
決算認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

4 平成30年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算
認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 平成30年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算
認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

6 平成30年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出
決算認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

7 平成30年度知立市水道事業会計決算認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

陳　
　
　
　

情

18 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担
制度の堅持及び拡充を求める陳情書 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 後期高齢者医療費窓口負担２割化の中止を求める
意見書採択に関する陳情書 不採択 × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × ×

20 私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正
するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める
陳情書 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める
陳情書 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 空家等の環境改善を求める陳情書 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
員
提
出
議
案

2 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担
制度の堅持及び拡充を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 国の私学助成の拡充に関する意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

問　

新
た
に
制
定
さ
れ
る
こ
の
条
例

の
目
的
、
背
景
は
。

答　

地
方
公
務
員
の
臨
時
、
非
常
勤

職
員
は
年
々
増
加
し
て
、
地
方
行
政

の
重
要
な
担
い
手
に
な
っ
て
お
り
、

適
正
な
任
用
、
勤
務
条
件
の
確
保
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
法
改
正
に
よ
り
、

一
般
職
の
会
計
年
度
任
用
職
員
を
創

設
し
、
任
用
、
服
務
規
律
の
整
備
を

図
る
。
特
別
職
、
非
常
勤
職
員
の
任

用
要
件
の
厳
格
化
を
行
い
、
必
要
な

移
行
を
図
り
、
期
末
手
当
の
支
給
を

可
能
に
す
る
等
で
あ
る
。

問　

公
務
員
改
革
の
一
環
で
、
期
末

手
当
不
支
給
な
ど
非
正
規
職
員
の
処

遇
悪
化
や
不
利
益
に
繋
が
る
こ
と
は

い
け
な
い
が
ど
う
か
。
任
用
の
あ
り

方
、
期
末
手
当
の
支
給
根
拠
は
。

答　

一
回
の
任
期
は
、
４
月
１
日
か

ら
３
月
31
日
の
最
長
１
年
に
基
づ
く
。

能
力
実
証
を
経
て
、
再
度
の
任
用
も

可
能
。
ま
た
、
期
末
手
当
は
週
20
時

間
以
上
の
勤
務
時
間
の
会
計
年
度
任

用
職
員
に
支
給
す
る
。
意
図
的
に
手

当
を
支
給
し
な
い
こ
と
は
、
行
う
べ

き
で
な
い
。
雇
用
に
当
た
っ
て
は
、

個
々
の
事
情
を
加
味
し
労
働
者
の
意

向
を
十
分
に
確
認
し
て
行
っ
て
い
く
。

問　

市
民
体
育
館
営
繕
工
事
553
万
２

千
円
の
内
容
は
。
ま
た
、
ア
リ
ー
ナ

の
快
適
な
環
境
実
現
の
た
め
、
空
調

設
備
導
入
の
考
え
は
。

答　

柔
剣
道
場
の
エ
ア
コ
ン
設
備
を

充
実
す
る
た
め
に
、
整
備
費
を
増
額

す
る
差
額
予
算
を
計
上
す
る
も
の
。

ア
リ
ー
ナ
の
空
調
設
備
に
は
3
億
円

程
か
か
り
、
現
在
導
入
予
定
は
な
い
。

問　

介
護
施
設
整
備
事
業
補
助
金
100

万
円
の
内
容
は
。
工
事
は
い
つ
か
ら

か
。
２
か
所
で
は
不
十
分
で
は
。

答　

市
内
２
番
目
の
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
を
新
林
町
に
設
置
す
る
。

そ
の
準
備
経
費
と
し
て
、
相
談
室
を

設
置
す
る
。
10
月
よ
り
着
工
し
、
２

年
３
月
に
完
了
予
定
。
将
来
的
に
は
、

北
部
地
域
に
３
か
所
目
開
設
の
方
向

性
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

問　

知
立
連
続
立
体
交
差
事
業
で
、

３
億
１
千
万
円
余
増
額
の
内
容
は
。

元
年
度
の
進
捗
率
は
。
５
年
度
完
成

に
向
け
て
的
確
な
推
進
を
。

答　

当
初
予
算
後
に
、
国
・
県
で
連

立
事
業
の
位
置
付
け
が
上
が
り
、
よ

り
一
層
事
業
進
捗
で
き
る
よ
う
事
業

費
が
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
に
見
合
う
市

側
の
負
担
額
の
補
正
で
あ
る
。
元
年

度
は
55
・
４
％
の
進
捗
を
想
定
。
５

年
度
完
成
に
向
け
努
力
し
て
い
く
。

問　

個
人
、
法
人
市
民
税
や
固
定
資

産
税
の
増
収
の
要
因
は
。

答　

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
景
況
感

の
良
さ
か
ら
納
税
義
務
者
の
増
加
等
、

ま
た
、
土
地
価
格
も
上
昇
基
調
に
あ

り
増
収
に
繋
が
っ
た
と
考
え
る
。

問　

補
助
金
の
考
え
方
は
。

答　

必
要
な
事
業
で
あ
れ
ば
補
助
し

て
い
く
。
現
在
は
、
事
務
事
業
点
検

を
行
い
、
可
能
な
も
の
は
削
り
、
浮

い
た
枠
を
新
た
な
事
業
に
、
補
助
、

配
分
す
る
考
え
で
行
な
っ
て
い
る
。

問　

市
た
ば
こ
税
は
、
30
年
度
４
億

１
千
889
万
円
余
だ
が
税
収
の
推
移
は
。

ど
こ
で
買
う
と
市
の
税
収
に
な
る
か
。

答　

受
動
喫
煙
も
影
響
し
低
下
傾
向

で
、
29
年
比
98
・
７
％
で
あ
る
。
市

内
で
仕
入
れ
を
し
て
販
売
し
た
も
の

が
、
市
の
た
ば
こ
税
収
に
繋
が
る
。

問　

今
回
の
条
例
や
制
度
上
、
会
計

年
度
任
用
職
員
に
移
行
で
き
ず
廃
止

の
職
種
が
で
て
く
る
が
、
行
政
連
絡

員
や
地
区
交
通
指
導
員
は
ど
の
よ
う

な
身
分
に
な
る
の
か
。

答　

行
政
連
絡
員
は
、
移
行
が
困
難

で
あ
り
、
廃
止
を
決
定
し
た
。
広
報

の
配
布
は
民
間
へ
の
委
託
を
考
え
て

い
る
。
個
々
の
住
民
へ
の
郵
送
物
や

通
知
は
郵
便
を
利
用
し
て
い
く
。
現

行
政
連
絡
員
に
は
、
臨
時
会
議
で
意

向
を
聞
き
、
今
後
の
対
処
を
し
て
い

く
。
地
区
交
通
指
導
員
は
今
後
一
般

事
務
職
相
当
職
で
の
雇
用
を
考
え
て

い
る
。

問　

印
鑑
条
例
改
正
の
経
緯
は
。
い

つ
か
ら
導
入
さ
れ
る
の
か
。

答　

旧
姓
を
使
用
し
て
、
活
躍
す
る

女
性
が
最
近
増
加
し
て
い
る
。
様
々

な
場
合
で
旧
姓
を
よ
り
使
用
し
易
く

す
る
た
め
に
、
住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令
が
改
正
さ
れ
、
関
係
の
印
鑑
条

例
を
改
正
す
る
も
の
。
11
月
５
日
よ

り
、
旧
姓
の
使
用
が
希
望
者
の
申
請

で
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

議案について話し合いました

印
鑑
条
例
の一
部
改
正
す
る
条
例

令
和
元
年
度
知
立
市
一
般
会
計
補
正
予
算

平
成
30
年
度
知
立
市
一
般
会
計

決
算
認
定

答答

答答

答答

答答答答

問問

問問

問問

問問問問

地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
施
行
に
関
す
る
関

係
条
例
整
備
に
関
す
る
条
例

福祉体育館（西町）

6

知
立
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の

報
酬
等
に
関
す
る
条
例


